
 

一般社団法人 三重県建築士会 

会誌「建築士」へのチラシ挟み込みについての内規 

 

平成 17年 10月 19日制定 

平成 20年 2月 18日改正 

平成 21年 10月 30日改正 

       令和 5年 9月 14日改正 

 

１．チラシ挟み込みの基準については、A4用紙 1枚、又は A3用紙 2つ折り 1枚とする。 

2枚以上の場合は、ホッチキスで 1部ずつまとめること。 

A4版サイズ以上のチラシは受け付けない。 

 

２．配布チラシの内容確認のため、事前にチラシデータを事務局へメール等で送り承諾を 

取ること。 

 

３．チラシ持ち込みの締め切りは、原則毎月 25日とし、翌月の「建築士」に挟み込む。 

 

４．配布は支部別に依頼することができる。特定の会員宛は受け付けない。 

 

５．チラシ挟み込み手数料は、別表に定める。 

 

６．官公庁（県・国土交通省など）の依頼があったチラシ、一般社団法人三重県建築士会が

後援している講習会等のチラシ、建築士会が主催する事業案内や本部委員会が依頼する

チラシについては、会長が認めた場合無償とする。（枚数が多い場合は有償とする場合

もある） 

 

７．協力団体（（一社）三重県建築士事務所協会、（公社）日本建築家協会東海支部三重地域

会、（一社）日本建築学会東海支部三重支所、三重県建設業協会）からの依頼について

は、支部料金とする。 

   

８．支部賛助会員がその所属支部に限定して挟み込みをする場合は支部料金と同額とし、他

支部へも挟み込みを希望する場合は、所属支部以外の手数料は一般料金とする。 

 

 

附則 

１．この内規は、令和 5年 10月 1日より適用する。 

２．この内規の設定及び改廃は、総務委員会に諮り決する。 

 

 

 



別表 

 

チラシ挟み込み手数料（税抜） 

 
A4 1枚又は 

A3二つ折り 

2枚目～3枚目 4枚以上 冊子 

1枚あたり 
ホッチキス止め

（1部） 
製本されたもの 

一般・ 

収益目的団体等 
30円 25円 100円 150円 

士会支部 20円 15円 60円 100円 

賛助会員 

（本部・支部） 
20円 15円 60円 100円 

 


